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八ッ場ダムの目的

①吾妻川および利根川本川の洪水

被害の軽減

②水道用水と工業用水の供給

（群馬、埼玉、茨城、千葉、東京）

通年 9.58ｍ3／秒

非かんがい期 12.629m3／秒

計 22.209ｍ3／秒

③吾妻川の流水の正常な機能の

維持

④発電（従属発電）

八ッ場ダムの貯水容量10,750万ｍ3の内訳

洪水期
(7～9月）

非洪水期
（10～6月）

洪水調節容量 6,500 ---

水道用水、
工業用水

2,369 8,598

流水の正常な
機能の維持

131 402 

堆砂容量 1,750 1,750

2009年度後半から本体工事に着
手する予定であったが、中止。
完成予定 2015年度末

移転家屋 470世帯
移転済み 366世帯（2009年9月末）



八ッ場ダム貯水池の鳥瞰図
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「吾妻渓谷」の喪失
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吾妻渓谷 6



八ッ場ダム完成後の景観イメージ

ダム湖水は植物プランクトンの増殖のために緑色を呈する。護岸の水辺付近は植生が貧
しく、それより上は帰化植物が優先する群落に覆われる。

（群馬大学社会情報学部 戸叶知美さんの卒業研究論文より(石川真一研究室））
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思川開発の目的

①思川および利根川中・下流の

洪水被害の軽減

②流水の正常な機能の維持と

異常渇水時の緊急水の補給

③水道用水の供給 2.984ｍ3／秒

栃木県 0.403ｍ3／秒

鹿沼市 0.200ｍ3／秒

小山市 0.219ｍ3／秒

古河市 0.586ｍ3／秒

五霞町 0.100ｍ3／秒

埼玉県* 1.163ｍ3／秒

北千葉広域水道企業団0.313ｍ3／秒

* 非かんがい期のみ

2009年度から仮排水トンネル工事
2009年度後半から導水路工事に着手
の予定であったが、凍結。
完成予定 2015年度末

移転家屋 80世帯
代替地（上南摩地区と西沢地区）への
移転 31世帯

南摩ダムの貯水容量5,100万ｍ3
の内訳

洪水調節容量 500

流水の正常な
機能の維持

1,825

渇水対策容量 1,000

水道用水 1,675

堆砂容量 100

最大導水量
黒川8ｍ3／秒、大芦川20ｍ3／秒

最大補給量
黒川1.8ｍ3／秒、大芦川4.6ｍ3／秒



9
思川開発事業の位置
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南摩ダム完成予想図



11

南摩川は小河川

南摩川は流域面積が

非常に小さく、

小川のような川である。
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湯西川ダムの目的

①鬼怒川および利根川本川下

流の洪水被害の軽減

②流水の正常な機能の維持

③農業用水の供給
（栃木県田川沿岸の農地2,000ha)

④水道用水の供給

宇都宮市 0.30ｍ3／秒

茨城県 0.218ｍ3／秒

千葉県 1.51ｍ3／秒

⑤工業用水の供給

千葉県 0.19ｍ3／秒

湯西川ダムの貯水容量7,500万ｍ3の内訳

洪水期
(7～9月）

非洪水期
（10～6月）

洪水調節容量 3,000 ---

流水の正常な
機能の維持

1,790 2,980 

かんがい用水 310 380 

水道用水 1,920 3,511 

工業用水 180 329 

堆砂容量 300 300 

2008年10月 本体工事に着手して
工事中
完成予定 2011年度末

移転家屋 138世帯
代替地（湯西川下地区と西川地区）への
移転 46世帯
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湯西川渓谷の豊かな景観
はダム建設によって既に失
われた。

←国交省HPより
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八ッ場ダム、湯西川ダム、南摩ダムがもたらすもの

① 貴重で豊かな自然・社会環境等の喪失

★ 美しい渓谷の喪失

★ 貴重生物の生息が困難に

★ 貴重な文化的・歴史的遺産も喪失

② 水質の悪化

★ ダム湖での植物プランクトンの異常増殖

③ 災害誘発の危険性（八ッ場ダム）

★ 貯水池周辺における地すべりの発生

★ ダムサイト岩盤の崩壊の危険性



環境影響評価（アセスメント）

• 環境に著しい影響を与えるおそれのあ
る行為の実施・意思決定に当りあらかじ
め環境について適正に調査、予測又は
評価を行い、その結果に基づき、環境の
保全について適正に配慮しようとするも
の（逐条解説環境影響評価法）。

制度化されている場合は勿論のこ
と、そうでない場合であっても、事
案に即して条理法上の義務として要
求される。

やればいいということではない。
適正になされる必要がある。
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日光太郎杉事件判決

• 土地収用法20条3号所定
の「土地の適正且つ合理的
な利用に寄与する」というこ
とについて、条理上要求さ
れる環境影響評価過程の
あり方を示してみせたもの
といえよう。そして、このよう
な考え方に基づけば、行政
法上、明文規定がない場合
においても、事案に即して
条理法上の行政上の環境
アセスメント義務が認めら
れることになる。（山村恒
年）
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八ッ場ダム発掘調査集成(1)2ページより（甲B220）
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甲B221-1、-2
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文化財についてもアセスメントを
実施する必要がある

• 環境影響評価法1条：「健康で文化的な生活
の確保に資する」

• 環境影響評価技術指針でも対象に

↓
文化財保護法上の重要文化財と同等の価

値を有する有形文化財といえる可能性が高く、
アセスメントをしないことは違法
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